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65歳以上
の皆さんへ

令和５年度
介護保険料のお知らせ

　介護保険料は、３年ごとに策定される町の「介護
保険事業計画」に基づき、高齢者の人数や要支援・
要介護認定者数、介護サービスの利用状況等を見込
んで算定しています。
　八峰町では令和３年度から令和５年度における第
８期介護保険事業計画を策定し、保険料の基準額を
前回から据え置いて年額81,600円にすることに決定
しました。

保険料は９段階
　介護保険料は、本人の所得や住民税の課税状況、世帯の住民税課税状況によって９段階に分かれます。
　７月中旬頃、今年度の介護保険料額決定通知書を発送する予定ですので内容のご確認をお願いします。
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生活保護受給者または老齢福祉年金受給者
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40～64歳
の人の保険料

65歳以上
の人の保険料

後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
　令和５年８月１日から、後期高齢者医療制度の被保険者証が「緑色の被保険者証」に新しくなりま
す。７月中にお届けしますので、８月１日以降は新しい被保険者証をお使いください。

　

○現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
　現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和５年度も住民税非課税世帯の方については、８
月１日からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を新しい被保険者証と一緒にお届けします。

　この認定証を提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費等が減額されま
す。過去に交付を受けていない方については送付されませんので、世帯員全員が住民税非課税で
認定が必要な方は、福祉保健課で申請をしてください。

○現在、「限度額適用認定証」 をお持ちの方へ
　現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和５年度も現役Ⅰまたは現役Ⅱとなる方について
は、８月１日からの「限度額適用認定証」を新しい被保険者証と一緒にお届けします。
　過去に交付を受けていない方についてはお届けされませんので、必要な方は「福祉保健課」で申請
をしてください。

　例年、被保険者証のみを切り取り、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適
用認定証」を切り取らずに捨てられてしまう事例が多発しています。
　現在交付を受けている方は、被保険者証と一緒に送付されます。
　被保険者証の裏側に同封されておりますので、必ずご確認くださいますようお願いいたしま
す。

後期高齢者医療の保険料決定額通知が７月中に届きます　
　　　　
　令和５年度の保険料額をお知らせする通知書をお届けします。保険料のお支払い方法は、

　　　　・特別徴収（年金からの天引きによる納付）
　　　　・普通徴収（口座振替または納付書での納付）

となります。特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座振替または納付書で納めていただくこと
となっておりますが、納め忘れがなく、納付の手間が省ける、便利で安心な口座振替がおすすめで
す。

■問合せ先　　福祉保健課　保険年金福祉係　☎７６－４６０８

介護保険料の「基準額」算定方法について
　「基準額」とは、各所得段階において保険料額を決める基準となる額のことです。

※介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。
■問合せ先　福祉保健課　保険年金福祉係　☎７６－４６０８

今までの被保険者証（水色）

〈有効期限〉
　令和５年７月31日まで

新しい被保険者証（緑色）

〈有効期限〉
　令和５年８月１日～
　　令和６年７月31日まで

！必ずご確認ください！

介護保険の財源内訳
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※保険料軽減強化により、第１～３段階の保険料率が低くなっています。
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